
相談員 

１．巡回方式のイメージ ～消費生活相談に係る広域連携～ 

住民 

相
談 

相談 相談 

助
言
・あ
っ
せ
ん 

助言・あっせん 助言・あっせん 

Ａ市 
相談窓口 

情報提供 
・啓発 

情報提供 
・啓発 

情報提供・
啓発 

指導・助言・支援 

２市１町による広域連携圏 

月曜・火曜 
相談員配置 

Ｂ市 
相談窓口 
水曜・木曜 
相談員配置 

Ｃ町相談窓口 

金曜相談員配置 

方式の概要 
 

◆構成市町村が共同して消費生活相談 
 員を雇用（NPO等への委託含む）。 
◆同一の消費生活相談員が構成市町村 
 を巡回して相談を受け付ける。 
◆構成市町村は、住民に対する情報提 
 供・啓発を行う。 
 

住民のメリット 
 

左図のイメージを例にとると、 
◆A市、B市、C町の住民は、平日5日間、 
 曜日を問わず、同一の消費生活相談 
 員に相談が可能。 
◆A市、B市、C町の住民は、居住の有無 
 を問わず、2市1町の窓口に相談が可 
 能。（身近な役場では相談しにくい場合、 
 他地域の役場に出向いて相談が可能） 
 

消費生活相談業務に係る連携数 
     （平成24年5月末日現在）※注1 
 

    5ヵ所／74ヵ所 
 

平成25年８月 
消費者委員会事務局 

巡回 

相談員 

巡回 

相談員 

巡回 

都道府県 消費生活センター 
（本課 ・県振興局） 

※注１：第16回・地方消費者行政専門調査会【資料3－1】消費者庁「消費 
     生活相談業務にかかる広域連携について」より。 
     http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/chihou/index.html 

資料13 
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２．相互乗入方式のイメージ ～消費生活相談に係る広域連携～  

方式の概要 
 

◆構成市町村がそれぞれ消費生活 
 相談員を雇用（NPO等への委託含む）。 
◆構成市町村の窓口は、構成市町村の 
 住民の相談を相互に受け付ける。 
◆構成市町村は、住民に対する情報提 
 供・啓発を行う。 
 

住民のメリット 
 

左図のイメージを例にとると、 
◆A市、B市、C町の住民は、平日5日間、 
 曜日を問わず、広域連携圏内の窓口 
 （消費生活相談員）に相談が可能。 
◆A市、B市、C町の住民は、居住の有無 
 を問わず、2市1町の窓口に相談が 
 可能。（身近な役場では相談しにくい 
 場合は、他地域の役場に出向いて 
 相談が可能） 
 

消費生活相談業務に係る連携数 
       （平成24年5月末日現在） 
 

    18ヵ所／74ヵ所 
 

Ａ市 
相談窓口 

月曜・金曜 
相談員配置 

Ｂ市 
相談窓口 

水曜・木曜 
相談員配置 

Ｃ町相談窓口 

火曜 
相談員配置 

平成25年８月 
消費者委員会事務局 

指導・助言・支援 

都道府県 消費生活センター 
（本課 ・県振興局） 

２市１町による広域連携圏 

住民 

相
談 

相談 相談 

助
言
・あ
っ
せ
ん 

情報提供・
啓発 

情報提供・
啓発 

情報提供・
啓発 

助言・あっせん 助言・あっせん 

相互
連携 

相互
連携 

相互
連携 
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３．中心市集約方式（周辺自治体継続）のイメージ ～消費生活相談に係る広域連携～   

住民 

相
談 

助
言
・ 

あ
っ
せ
ん 

Ｃ町 
相談窓口 

★ 中 心 市 ★ 
Ａ市 

消費生活センター 
方式の概要 
 

◆中心市の広域的対応窓口に消費生活 
 相談業務を集約する。 
◆周辺自治体は一義的な窓口を継続し、 
 専門性の高い相談をはじめ自前で対処 
 困難な相談は中心市と協力して対応する。 
◆中心市、周辺自治体ともに住民に対する 
 情報提供・啓発を行う。 
 

住民のメリット 
 

左図のイメージを例にとると、 
◆A市、B市、C町の住民は、平日5日間、 
 曜日や居住の有無を問わず、A市の相談 
 窓口（消費生活相談員）に相談が可能。 
◆A市、B市、C町どこに住んでいても、 
 それぞれの市役所、役場から情報提供・ 
 啓発を受けることができる。 
 

消費生活相談業務に係る連携数 
       （平成24年5月末日現在） 
 

    26ヵ所／74ヵ所 
 

Ｂ市 
相談窓口 

月～金曜 相談員配置 

平成25年８月 
消費者委員会事務局 

２市１町による広域連携圏 

情報提供・
啓発 

情報提供・
啓発 

情報提供・
啓発 

相互
連携 

高度な 

相談案件は
中心市 
に集約 

指導・助言・支援 

都道府県 消費生活センター 
（本課 ・県振興局） 

高度な 

相談案件は
中心市 
に集約 

（相談） 

（対処困難な相談 
は中心市のＡ市と 
協力して対応） 

（相談） 

（対処困難な相談 
は中心市のＡ市と 
協力して対応） 
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４．事務組合方式のイメージ ～消費生活相談に係る広域連携～   

住民 

相
談 

助
言
・ 

あ
っ
せ
ん 

★一部事務組合★   Ｄ消費生活センター 

月曜～金曜 相談員配置 

Ａ市 

方式の概要 
 

◆構成市町村が共同して「特別地方 
 公共団体（一部事務組合 ※根拠法： 
 地方自治法第284条～第291条）」を 
 設置の上、消費生活相談や情報提供 
 ・啓発業務を共同処理する。 
◆「特別地方公共団体（一部事務組合）」 
 が消費生活相談員を雇用。 
◆当該一部事務組合共通の窓口で相談 
 対応するケースや、消費生活相談員が 
 構成市町村の窓口を巡回するケース 
 が想定される。 
 

住民のメリット 
 

左図のイメージを例にとると、 
◆A市、B市、C町の住民は、平日5日間、 
 曜日や居住の有無を問わず、一部事 
 務組合の相談窓口（消費生活相談員） 
 に相談が可能。 
 

消費生活相談業務に係る連携数 
       （平成24年5月末日現在） 
 

    4ヵ所／74ヵ所 
 

◎特別地方公共団体（別法人）を設置 
◎消費生活相談業務等は一部事務組合に引き継ぎ・共同処理 

平成25年８月 
消費者委員会事務局 

指導・助言・支援 

都道府県 消費生活センター 
（本課 ・県振興局） 

２市１町による広域連携圏 

情報提供・
啓発 

相談 
業務 

相談 
業務 

Ｂ市 

相談 
業務 

Ｃ町 

相談 
業務 
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１．教育・社会参画との連携型のイメージ 

概要 ： 生涯教育推進や、環境教育推進、食育推進、退職者等の地域参画推進等の施策と連動させて、消費者教育に係る各種 
      取組を庁内にアピールしていく例。 

・サポーター養成 
  （講師派遣） 
・サポーター認定 
・サポーター表彰 
・交流の場の提供 

生活安全課 

広報課 

高齢福祉課 

障がい福祉課 

健康増進課 

市民協働参画課 

庁内連携 

＊ 行 政 ＊ 

消
費
生
活
課
・ 

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー 

環境保全課 

商工課 

・教材作成・共有 
・啓発グッズ、 
 チラシ等の作成・ 
 共有 

地域 
社会 

参 
 

画
   

平成25年８月 
消費者委員会事務局 

教育委員会 

生
涯
学
習
課 

 

学
校
教
育
課 

連携 
情報収集 
情報共有 

食育 

金融 
経済 
教育 

情報 
メディア 
教育 

環境
教育 

＊ 地域の多様な担い手 ＊ 

地域サポーター 
・自治会・町内会 
・婦人会（女性会）・老人会 
・ＰＴＡ、子ども会、 
・子育てサークル 
・防犯協会        等 

個人サポーター 
・大学生/高校生ボランティア 
・市民ボランティア 
・地域の福祉関係者 
・相談員志望者 
・学識経験者 
・教職員ＯＢ・ＯＧ  等 

団体サポーター 
・消費者団体、環境団体 
・障がい者団体 
・社会福祉協議会  
・地域包括支援センター 
・障がい者福祉センター 
・弁護士会、司法書士会 
・事業者、事業者団体 等 

学
校 

家
庭 

職
域 

地
域 

地域の 

コーディ
ネーター役 

製品 
安全 

消
費
者
教
育
・啓
発
・情
報
提
供 

・講
師
派
遣 

 

・啓
発/

出
前
講
座 

 

・消
費
生
活
展 

・啓
発
グ
ッ
ズ
や
チ
ラ
シ
配
布 

等 

消費生活 
相談員 

学校 
教職員 

担い手との 
連携・支援 

資料14 

※当イメージ図は、連携の代表的な事例のひとつを消費者委員会事務局が作成したものである。 
 地域の実情に応じ、当イメージ図とは異なる様々な連携スタイル、連携組織、組織名称等が考えられる。 
※当イメージ図における課名は、市役所を想定して作成している。 
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２．福祉・安全分野との連携型のイメージ 

概要 ： 高齢者や障がい者の見守り、地域の防犯等の施策と消費者行政を連動させて、消費者被害の未然防止に係る各種取組を 
      庁内にアピール・連携していく例。 （※同様のパターンで子どもの安全・子育て支援等と連動させる例も考えられる。） 
 

高齢者 
・障がい者 ＊福祉関係者＊ 

 ケアマネジャー、 
 ホームヘルパー 
 訪問看護師、保健師、 
 民生・児童委員、 
 社会福祉協議会 

＊公的機関＊ 
 地域包括支援センター 
 障がい者福祉センター 

＊地域団体＊ 
 自治会・町内会 
 婦人会（女性会） 

地域の見守りネットワーク 

＊当事者団体＊ 
 高齢者クラブ・老人会 
 障がい者団体 

＊ボランティア＊ 
 消費者団体 
  ・消費生活リーダー、 
 防犯協会 
  ・見守りパトロール隊、 
 交通安全推進員  等 

 家族 
知人 
友人 

見守り 
声がけ 

被害の早期発見 
相談のすすめ 

＊高齢者や障がい者の 
日常生活にかかわる事業者＊ 

 新聞・牛乳配達員、電気・ガス・水道事業者、 
 郵便局員、銀行員、医師、看護師、薬局、 
 商店・コンビニエンスストア、銭湯 等 

相談 

通報 
・相談 

助言・あっせん 
情報提供・啓発 

生活安全課 

情報共有・連携 

   ＊専門機関等＊ 
  警察 消防 
  保健所 医療機関 
  弁護士 司法書士 

平成25年８月 
消費者委員会事務局 

庁内連携 

＊ 行 政 ＊ 

消
費
生
活
課
・消
費
生
活
セ
ン
タ
ー 

高齢福祉課 

障がい福祉課 

広報課 

商工課 

情報共有・連携 
※当イメージ図は、連携の代表的な事例のひとつを消費者委員会事務局が作成したものである。 
 地域の実情に応じ、当イメージ図とは異なる様々な連携スタイル、連携組織、組織名称等が考えられる。 
※当イメージ図における課名は、市役所を想定して作成している。 
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３．生活包括支援型のイメージ 

概要 ： 多重債務問題を起点とした連携例。社会経済環境の変化にともない、経済的困窮や社会的孤立の状態にある生活困窮者を 
     めぐる問題が深刻化している。消費生活相談窓口は生活困窮者やその予備軍を早期に発見、つまり税滞納・失業・自殺等を 
     予防する機能を備えており、行政サービス全体として総合的に住民を支援できることを庁内にアピールしていく例。 
     ※当イメージ図は総合相談窓口（よろず相談窓口）が一元的な窓口となり、ワンストップサービスを行っている例。 

相談者 

総合相談窓口 
（ワンストップ窓口） 

 

 ・消費生活相談 
  （多重債務相談含む） 
 ・法律相談 
 ・行政相談 
 ・住民相談 
 ・就労相談 
 ・人権相談  等 

生活福祉課 
（生活保護・住宅手当） 

住宅整備課 
（市営住宅家賃） 

上下水道課 
（上下水道料） 

学校教育課 
（給食費、ひきこもり、 
 教育・子育て支援） 

税務課 
（税収納） 

国保年金課 
（年金・健康保険料） 

児童家庭課 
（保育料・母子家庭支援 
 ＤＶ・児童虐待） 

健康福祉課 
（精神障がい・依存症支援 
 自殺対策） 

高齢福祉課 
（介護・介護者支援） 

介護保険課 
（介護保険料） 

障がい福祉課 
（障がい者支援） 

多重債務に陥った 
 

生活に困窮している 
（経済的困窮・ 
 社会的孤立） 

生活包括 
支援チーム 

 ＊専門機関等＊ 
 ・弁護士 
 ・司法書士 
 ・法テラス 
 ・警察 
 ・医療機関 
 ・矯正・更生保護 
  機関 
 ・保健所 
 ・社会福祉協議会 
 ・地域包括支援 
  センター 
 ・障がい者福祉 
  センター 
 ・民生・児童委員 
 ・教育機関 
 ・ハローワーク 
 ・地域若者サポー 
  トステーション 
 ・セーフティネット 
  貸付機関 
 ・ＮＰＯ等団体 等 

＊ 行 政 ＊ 

・債務整理  ・貸付  ・就労支援  ・居住確保支援 
・健康支援  ・子供・青少年支援           等 

情
報
共
有
・連
携 

  相談 
 ・個人情報の 
  取扱同意 
 ・代理納付承諾 

生活包括支援 
   ・解決策の提案 
   ・支援事業、 
    給付の実施 
   ・各種請求の 
    一元化 
      ↓ 

   自立まで 
   継続的に 
   サポート 

平成25年８月 
消費者委員会事務局 

分野横断的に 
相談者を支援 

 

  ・情報の共有 
   （生活困窮者の発見 
    /相談者の紹介） 
  ・事実関係の整理 
  ・生活再建計画作成 
  ・支援事業・給付決定 
 
※チームの司令塔的役割を 
 消費者行政が果たす事例 
 もある。 

※当イメージ図は、連携の代表的な事例のひとつを消費者委員会事務局が作成したものである。 
 地域の実情に応じ、当イメージ図とは異なる様々な連携スタイル、連携組織、組織名称等が考えられる。 
※当イメージ図における課名は、市役所を想定して作成している。 
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